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子宮頸がんは性行為を介して感染する「ヒトパピローマウィルス (HPV)」の持続感染が原因で発症しますが、

一般的に、 60歳以降では、新たにHPVに感染することが少ないと言われています。

そのため、姫路市では、令和7年度より子宮頸がん検診の検査法および対象年齢を変更しました。

61歳以上の方は、令和9年度以降は、リスクの高い方（※）のみが検診の対象となります。

ぜひ、令和7年度および令和8年度の2か年で検診を受けましょう。（前年度、子宮頸がん検診を受診した人は除きます）

(※)HPV陽性で細胞診検査が異常なしの方は、がんのリスクがあるため翌年度検診の案内をお送りします。
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HPV検査単独法
HPVの感染有無を検査し、

陽性の揚合はさらに細胞診検査を

行います。
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費用： 2700円

期限：令和8年3月15日まで

【20~60歳までの方の子宮頸がん検診】
対象者には無料クーポン券を送付しています。

20~28歳 (2歳刻みの年齢） 細胞診検査

30~60歳 (5歳刻みの年齢） HPV検査単独法

詳しくは 1姫路市子宮頸がん検診

61歳以上の女性の方へ
令和7年度より

姫路市子宮頸がん検診

変更のお知らせ

【問い合わせ】

姫路市保健所予防課

がん検診担当

TEL 079-289-1555 




